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国土強靱化、防災・減災対策等の充実強化に 

関する重点提言（抜粋） 
  

３．豪雨対策の推進について 

（１）気候変動による豪雨の激甚化・頻発化を踏まえ、「流域治水」の考え方に

基づき、河川関係施設等の整備や補修など必要な対策が迅速かつ計画的に

実施できるよう十分な予算を確保すること。 

   また、地方自治体が管理する河川の改修、老朽化対策及び維持管理に係

る財政措置を拡充すること。 

（２）近年の降雨の状況を踏まえ、排水機場や排水ポンプ車の増強をはじめと

する排水処理体制の充実など、内水浸水対策の強化を図るとともに十分な

財政措置を講じること。 

（３）近年の豪雨災害を踏まえ、危機管理型水位計や河川監視カメラの増設、

地方自治体による適時的確な避難指示等の発令に資する新たな技術を活用

した防災情報の高度化などハード・ソフト両面の充実強化を図るため、大

幅な予算の拡充など必要な措置を講じること。 

 

４．土砂災害の防止について 

（１）土砂災害に備えるため、砂防関係施設の重点的な整備や気象観測体制の

強化など、ハード・ソフト一体となった総合的な対策を講じるとともに、

十分な予算を確保すること。 

（２）盛土の崩落等による災害の防止に向け、不適切な土砂の処理を規制する

ため、全国統一の基準を設けるなど実効性のある法整備を図ること。 

（３）急傾斜地崩壊対策事業等の着実な整備促進を図るため、採択要件の緩和

など財政措置を充実すること。 

（４）土砂災害警戒区域等の住宅・建築物の改修・移転等に係る支援制度を充

実すること。 

   また、都市自治体が実施する避難所等の防災体制の整備及び補強に係る

支援を充実すること。 
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新型コロナウイルス感染症対策に関する重点提言（抜粋） 

 
４．地域経済に関する支援について 

（３）観光振興に関する支援について 

１）観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント業を対象とし

た消費喚起対策の実施に当たっては、都市自治体及び事業者等の意見を踏

まえ、ワクチン・検査パッケージなど安全・安心に向けた取組も活用しな

がら、継続的かつ効果的な支援を行うこと。 

２）観光業に関わる事業者が安心して事業継続できるよう、地域等を限定し

ない形で事業規模に応じた給付金を迅速かつ長期的に実施するなど、万全

な支援策を講じること。 

３）デジタル技術を活用したＭＩＣＥの開催に必要な通信環境整備等に対す

る支援を行うこと。 

 

６．生活インフラ等に関する支援について 

（１）低迷した地域経済を回復させるためには、公共事業による景気の下支え

が必要であることから、アフターコロナを見据え、道路網の整備、国土強

靱化など社会資本整備を強力に推進し、地域経済の活性化を図ること。 

（２）利用者の減少により影響を受けている鉄道、バス、タクシーなどの交通

事業者に対し、安定的な経営が維持できるよう積極的な支援を講じること。 

   特に、地域公共交通確保維持改善事業については対象要件を緩和するこ

と。 

   また、都市自治体が独自に実施した交通事業者への支援策について、財

政措置を講じること。  
   さらに、車内等の感染拡大防止に向けた取組に係る財政措置を拡充する

こと。 

（３）厳しい経営状況が続いている空港運営事業者の経営の安定化に向け、更

なる支援措置を講じること。 

（４）建築物の利用における感染リスクを減らすため、「新しい生活様式」に対

応した改修等に係る財政措置を講じること。 
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地域経済に関する重点提言（抜粋） 

  

３．観光振興施策に対する支援強化 

（１）観光地としての国際競争力を高めるため、農林水産物や自然景観など地

域の特性を活かした魅力ある地域ブランドの創出に対する支援を拡充する

こと。 

   また、歴史的建築物等の保存・活用について、地域の実情に応じた財政

措置を講じること。 

（２）旅行者に対する受入環境整備等 

  １）すべての旅行者が安心・快適に旅行できるよう滞在・移動等の受入環

境整備等に係る十分な財政措置を講じたうえで、その一層の推進を図る

こと。 

  ２）観光施設等における多言語対応や防災情報の発信、無料Ｗｉ－Ｆｉ等

の通信インフラなど、訪日外国人旅行者の地方誘客に資する環境整備を

推進すること。 

  ３）訪日誘客の推進を図るため、空港及び港湾への支援を充実するととも

に、免税制度及びＣＩＱ体制の拡充やビザ要件の緩和、国際線やクルー

ズ船の誘致など訪日外国人旅行者の受入体制を強化すること。 
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公共事業に関する重点提言 
 

 公共事業を円滑に推進するため、国は、特に次の事項について積極的な措置

を講じられたい。 

 

１．国土強靱化、防災・減災対策の加速及び地域経済の活性化のため、都市基

盤の計画的かつ着実な整備に必要な公共事業予算を安定的に確保すること。 

 

２．社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金については、地方の計画的

な事業執行に支障を来すことのないよう十分な予算を確保し、適切に配分す

ること。 

  また、両交付金制度については、都市自治体の意見を十分に踏まえ、対象

事業の拡大、採択基準の要件緩和及び事務の簡素化などにより活用しやすい

仕組みにすること。 

 

３．公共施設等の老朽化対策については、防災・安全交付金等に加え、地方財

政措置による十分な支援を講じるとともに、必要な技術的支援を行うこと。 

  特に、公共施設等の集約化・複合化、転用及び除却に係る財政措置を拡充

するとともに、公共施設等適正管理推進事業債については、期限を延長する

こと。 

 

４．人口減少等の社会情勢を踏まえつつ、下水道未普及地域の整備促進や高度

処理の推進を図るため、下水道整備に係る財政措置を拡充すること。 

 

５．下水道は大量のストックを有し、今後施設の老朽化が一層進行することを

踏まえ、引き続き、国の責任において、改築・更新に係る十分な財政措置を

講じるとともに、浸水対策・地震対策に係る財政措置を拡充すること。 

  



5 

 

道路整備財源の確保等に関する重点提言 
 

 地方が真に必要とする道路整備を促進するため、国は、特に次の事項につい

て積極的な措置を講じられたい。 

 

１．地方が真に必要とする道路整備を計画的に実施できるよう必要な財源を長

期安定的に確保すること。 

  また、道路整備事業に係る社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金

については、適切な財政措置を講じること。 

 

２．ミッシングリンクの解消、新たな国土軸の形成及び大規模災害時における

代替性確保等のため、高速自動車国道、一般国道及び地方道等について、地

方の実情を十分勘案し、必要な財源を確保したうえで早期に整備すること。 

 

３．重要物流道路については、地方の実情を十分踏まえ指定するとともに、当

該道路の機能強化及び整備を重点的に支援すること。 

 

４．高速自動車国道等における暫定２車線区間については、早期に４車線化す

ること。 

 

５．道路・橋梁等の老朽化対策については、維持修繕に関する省令・告示の規

定に基づく事業等に対し、防災・安全交付金等に加え、地方財政措置による

十分な支援を講じるとともに、技術的支援等により都市自治体の負担を軽減

すること。 

  また、橋梁等の点検については、地方の実情を踏まえ、その方法や頻度の

あり方を見直すとともに、幅広く地方財政措置を講じること。 

 

６．子供を交通事故の被害から守るため、緊急安全点検の結果を踏まえ、交通

安全施設等の整備の一層の促進を図るとともに、歩道の設置・拡充、自転車

の利用空間の分離、防護柵の設置等により安全・安心な歩行空間の整備を強

力に推進すること。 
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運輸・交通施策に関する重点提言 
 

 運輸・交通施策の更なる推進、地域生活交通の維持及び地域の振興を図るた

め、国は、特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．地域公共交通に対する総合的支援 

（１）地域住民の日々の移動手段を持続的に確保するため、地域公共交通確保

維持改善事業の予算を十分に確保したうえで、対象要件の緩和など財政措

置を拡充すること。 

（２）公共交通関係施設のバリアフリー化が推進されるよう、事業者・利用者

の意識啓発も含めて、財政措置の拡充など十分な支援を講じること。 

（３）都市自治体等が実施する免許返納後の高齢者などの交通弱者に対する移

動支援について、財政支援を講じること。 

（４）島しょ部等の生活交通として欠かせない離島航路・航空路等を維持・確

保するため、積極的かつ恒久的な財政措置等を講じること。 

 

２．ＪＲ北海道等については、地域住民の通学・通勤などの足として重要な役

割を担うだけでなく、地域の経済活動の基盤となることから、ＪＲ北海道等

の安定的な経営に向けた支援を継続・拡充すること。 

 

３．新幹線の早期全線開業等 

（１）整備新幹線については、沿線都市自治体に過度な負担が生じないよう建

設財源を安定的に確保したうえで、早期に全線開業すること。 

（２）新幹線の利便性向上のため、運送力強化や乗り換え不便の解消、二次交

通の充実等に資する支援を行うこと。 

   また、沿線自治体が行う新駅周辺地域の整備に係る財政措置を拡充する

こと。 

（３）整備新幹線の並行在来線の安定的な経営維持と利便性向上のため、財政

措置の拡充を含め適切な支援措置を講じること。 

（４）基本計画に定められている路線については、整備計画への格上げに向け

た調査を実施すること。 
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４．港湾・海岸整備事業の促進 

（１）港湾整備事業及び海岸整備事業を促進するため、必要な予算を確保する

とともに、国土強靱化の取組を推進すること。 

（２）津波、高潮、高波、海岸浸食等の自然災害から国民の生命・財産を守る

ため、防波堤及び防潮堤の整備、海岸保全施設等の耐震化など港湾・海岸

における防災・減災対策を推進するとともに、必要な予算を確保すること。 

（３）クルーズ船の再興に向けて、旅客船専用岸壁や感染症対策にも対応でき

るターミナルの整備を図るなど、クルーズ船の受入環境改善に資するハー

ド・ソフト両面からの取組を推進すること。 

 


